
第Ⅵ章 ２－２．  資格喪失取消 

Ⅵ－２－１－１ 

 

 

資格喪失処理を行った後、その処理を取消します。 

資格喪失取消処理を行うと、加入者状況が「加入者」へ戻り、拠出対象者になります。 

 

（１）処理期限 

資格喪失が誤って登録されていたことが判明次第、速やかに処理を行ってください。ただし、拠出日間

近に処理を行うと、その月の掛金に大きく影響を与える場合があります。処理を行う場合は、事前に必

ず確定拠出年金管理部事務担当者まで連絡してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第Ⅵ章  ２－２． 資格喪失取消 

 

・ 資格喪失取消処理を行うと、加入者状況が「加入者」へ戻り、拠出対象者になります。 

・ 「脱退者」となると、取消処理はできませんので注意してください。 

・ 資格喪失の登録から取消までに時間が経っている場合、既に掛金の入金が停止している場合が

あります。その場合、停止していた分を後から追加拠出することはできませんので注意してくださ

い。 

（例）４月１日喪失で登録していたものを、６月３０日に加入者に戻す場合 

既に、４月度掛金（５月入金分）・５月度掛金（６月入金分）の拠出は停止していたため、６月

３０日に資格喪失処理を取消しても、４月度掛金と５月度掛金を後から追加拠出することは

できません。６月度掛金（７月入金分）から拠出を再開することができます。 

注意 



第Ⅵ章 ２－２．  資格喪失取消 

Ⅵ－２－１－２ 

（２）NRK WEB 事務システムでの手続きの流れ 

①「加入者業務（取消訂正）」を選択します。 

②検索条件を入力し、表示をクリックします。 

③対象者を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① クリック 

 

②検索条件を入力し、「表示」をクリック 

③選択 



第Ⅵ章 ２－２．  資格喪失取消 

Ⅵ－２－１－３ 

④「取消訂正事由」の▼をクリックし、「加入者資格喪失取消」を選択します。 

⑤はいをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④選択 

⑤クリック 



第Ⅵ章 ２－２．  資格喪失取消 

 
Ⅵ－２－２－４ 

⑥表示内容を確認し、取消内容が正しければはいボタンをクリックします。 

（取消内容に誤りがあった場合は、戻るをクリックすると、全画面に戻ります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥クリック 



第Ⅵ章 ２-２． 資格喪失取消 

Ⅵ－２－２－５ 

 

・ 必要があれば、適宜印刷・保存を行っていただき、変更の確認書類として保管等行って

ください。 

・ 変更完了画面は、一度閉じてしまうと、再度表示することはできません。 

 

⑦決定を行うと、下記のような「送信完了」画面が表示されますので、内容を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意 


